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○
学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二
節

小
学
校
、
中
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校

第
二
節

小
学
校
、
中
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校

（
入
学
期
日
等
の
通
知
、
学
校
の
指
定
）

（
入
学
期
日
等
の
通
知
、
学
校
の
指
定
）

第
五
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
就
学
予
定
者
（
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第

第
五
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
就
学
予
定
者
（
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校

又
は
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、

又
は
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
次
に
掲

認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
（
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
肢

げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に

体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
（
身
体
虚
弱
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
障
害
が
、
第
二

、
小
学
校
又
は
中
学
校
の
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
二
条
の
三
の
表
に
規
定
す
る
程
度
の
も
の
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い
う

。
）
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
、
そ
の
者
の
障
害
の
状
態
、
そ
の

者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制
の
整
備
の
状
況

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別

支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
以
外
の
者
に
つ
い
て
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前

ま
で
に
、
小
学
校
又
は
中
学
校
の
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
。
）

一

就
学
予
定
者
の
う
ち
、
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
肢
体

不
自
由
者
又
は
病
弱
者
（
身
体
虚
弱
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
障
害
が
、
第
二

十
二
条
の
三
の
表
に
規
定
す
る
程
度
の
も
の
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い

う
。
）
以
外
の
者

（
削
る
。
）

二

視
覚
障
害
者
等
の
う
ち
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
、
そ
の
者
の
障
害
の
状

態
に
照
ら
し
て
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
お
い
て
適

切
な
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
者
（
以
下

「
認
定
就
学
者
」
と
い
う
。
）
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２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育
を
施

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育
を
施

す
も
の
（
以
下
「
併
設
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
条

す
も
の
（
以
下
「
併
設
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
条

第
七
号
、
第
六
条
の
三
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
二

第
七
号
、
第
六
条
の
三
、
第
六
条
の
四
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
の
二
、

校
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
通
知
に
お
い
て
当
該
就
学
予
定
者
の
就

第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
二
校
以
上
あ
る
場

学
す
べ
き
小
学
校
又
は
中
学
校
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
通
知
に
お
い
て
当
該
就
学
予
定
者
の
就
学
す
べ
き
小
学

校
又
は
中
学
校
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
届
出
の
あ
つ
た
就
学
予

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
九
条
第
一
項
の
届
出
の
あ
つ
た
就
学
予
定
者
に
つ
い
て

定
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
条

前
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

第
六
条

前
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、

い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、

「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

就
学
予
定
者
で
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
の
期
限
の
翌
日
以
後
に
当
該

一

就
学
予
定
者
で
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
の
期
限
の
翌
日
以
後
に
当
該

市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
作
成
し
た
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
も
の
又
は

市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
作
成
し
た
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
も
の
又
は

学
齢
児
童
若
し
く
は
学
齢
生
徒
で
そ
の
住
所
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
学
齢
簿
に

学
齢
児
童
若
し
く
は
学
齢
生
徒
で
そ
の
住
所
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
学
齢
簿
に

新
た
に
記
載
さ
れ
た
も
の
（
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
及
び
当
該
市
町
村
の

新
た
に
記
載
さ
れ
た
も
の
（
視
覚
障
害
者
等
（
認
定
就
学
者
を
除
く
。
）
及
び

設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
在
学
す
る
者
を
除
く
。
）

当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
在
学
す
る
者
を
除
く
。
）

二

次
条
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

二

次
条
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

三

第
六
条
の
三
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
（
同
条
第

三

第
六
条
の
三
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち
認

三
項
の
通
知
に
係
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）

定
就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の

四

第
十
条
又
は
第
十
八
条
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
（
認
定

四

第
十
条
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

特
別
支
援
学
校
就
学
者
を
除
く
。
）

五

第
十
二
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち
、
認

五

第
十
二
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち
認
定

定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
者
以
外
の
者
（
同
条
第
三
項
の
通
知

就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の
（
同
条
第
三
項
の
通
知
に
係
る
学
齢
児
童
及
び
学

に
係
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）

齢
生
徒
を
除
く
。
）
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六

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち

六

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち

、
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
者
以
外
の
者
（
同
条
第
三
項
の

認
定
就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の
（
同
条
第
三
項
の
通
知
に
係
る
学
齢
児
童
及

通
知
に
係
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）

び
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）

七

小
学
校
又
は
中
学
校
の
新
設
、
廃
止
等
に
よ
り
そ
の
就
学
さ
せ
る
べ
き
小
学

七

小
学
校
又
は
中
学
校
の
新
設
、
廃
止
等
に
よ
り
そ
の
就
学
さ
せ
る
べ
き
小
学

校
又
は
中
学
校
を
変
更
す
る
必
要
を
生
じ
た
児
童
生
徒
等

校
又
は
中
学
校
を
変
更
す
る
必
要
を
生
じ
た
児
童
生
徒
等

第
六
条
の
三

特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
で
そ
の
障
害

第
六
条
の
三

特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
で
そ
の
障
害

の
状
態
、
そ
の
者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制

の
状
態
の
変
化
に
よ
り
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
す
る
こ

の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
の
変
化
に
よ
り
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の

と
が
適
当
で
あ
る
と
思
料
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢

住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
す
る
こ
と
が
適

生
徒
の
在
学
す
る
特
別
支
援
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は

当
で
あ
る
と
思
料
す
る
も
の
（
視
覚
障
害
者
等
で
な
く
な
つ
た
者
を
除
く
。
）
が

学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知

あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
在
学
す
る
特
別
支
援
学
校
の
校

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県

の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生

２

（
同
上
）

徒
に
つ
い
て
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育

委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
氏
名
及
び
同
項
の
通
知
が
あ
つ
た
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

３

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

に
つ
い
て
、
当
該
特
別
支
援
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

に
つ
い
て
、
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適

と
認
め
た
と
き
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を

当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
第
一
項
の
校

４

（
同
上
）

長
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
四

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
小
学
校
、
中
学

第
六
条
の
四

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
認
定
就
学
者
と
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校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
も
の
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
な
く
な
つ
た

し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
在
学
す
る
も
の
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
な
く
な
つ

も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の

た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
在
学
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
の
校
長
は
、
速
や

校
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村

か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会

の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
域
外
就
学
等
）

（
区
域
外
就
学
等
）

第
九
条

児
童
生
徒
等
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中

第
九
条

児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
以
外
の
者
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
市

学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。
）
以
外
の
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学

町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。
）
以
外
の
小

校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
護
者
は
、
就
学
さ
せ
よ
う
と
す

学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
が
市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
設
置
す
る

保
護
者
は
、
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
が
市

も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
、
そ
の
他
の

町
村
又
は
都
道
府
県
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府

も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
け
る
就
学

県
の
教
育
委
員
会
の
、
そ
の
他
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
小
学
校
、
中
学
校
又

を
承
諾
す
る
権
限
を
有
す
る
者
の
承
諾
を
証
す
る
書
面
を
添
え
、
そ
の
旨
を
そ
の

は
中
等
教
育
学
校
に
お
け
る
就
学
を
承
諾
す
る
権
限
を
有
す
る
者
の
承
諾
を
証
す

児
童
生
徒
等
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

る
書
面
を
添
え
、
そ
の
旨
を
そ
の
児
童
生
徒
等
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育

な
い
。

委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
承
諾
（
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校

２

（
同
上
）

又
は
中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。
）
へ
の
就
学
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
児
童
生
徒
等
の
住
所
の
存
す
る

市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
で
そ
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小

第
十
条

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
以
外
の
者
で
そ
の
住
所

学
校
又
は
中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。
）
以
外
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学

の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。

校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
も
の
が
、
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中

）
以
外
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
も
の
が
、

等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
全
課
程
を
修
了
す
る
前
に
退
学
し
た
と
き
は
、
当
該

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
全
課
程
を
修
了
す

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨

る
前
に
退
学
し
た
と
き
は
、
当
該
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

を
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
通

の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
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知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

特
別
支
援
学
校

第
三
節

特
別
支
援
学
校

（
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
に
つ
い
て
の
通
知
）

（
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
に
つ
い
て
の
通
知
）

第
十
一
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
認
定
特
別

第
十
一
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
視
覚
障
害

支
援
学
校
就
学
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
翌
学
年
の
初

者
等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月

め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
、
そ
の
氏
名
及
び
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
旨

前
ま
で
に
、
そ
の
氏
名
及
び
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
旨
を
通
知
し
な

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
認
定
就
学
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
の
教
育

２

（
同
上
）

委
員
会
に
対
し
、
同
項
の
通
知
に
係
る
者
の
学
齢
簿
の
謄
本
（
第
一
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
学
齢
簿
を
調
製
し
て
い
る
市
町
村
の
教
育

委
員
会
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
学
齢
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た

書
類
）
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
届
出
の
あ
つ
た
者
に
つ

（
新
設
）

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
一
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
小
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
の
う
ち
視
覚
障

第
十
一
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
小
学
校
に
認
定
就
学
者
と
し
て
在
学
す
る
学
齢

害
者
等
で
翌
学
年
の
初
め
か
ら
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者

児
童
で
翌
学
年
の
初
め
か
ら
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
に
就
学
さ
せ

と
し
て
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
一
条
の
三

第
十
一
条
の
規
定
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
で

第
十
一
条
の
三

第
十
一
条
の
規
定
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
日
の
翌
日
以
後
の
住
所
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が

定
め
る
日
の
翌
日
以
後
の
住
所
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が

作
成
し
た
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
児
童
生
徒
等
の
う
ち
認
定
特
別
支
援
学

作
成
し
た
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
に

校
就
学
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初

翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三

め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に

月
前
ま
で
に
（
翌
学
年
の
初
日
か
ら
三
月
前
の
応
当
す
る
日
以
後
に
当
該
学
齢
簿

（
翌
学
年
の
初
日
か
ら
三
月
前
の
応
当
す
る
日
以
後
に
当
該
学
齢
簿
に
新
た
に
記
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に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
速
や
か
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の

載
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
速
や
か
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
第
十
条
又
は
第
十
八
条
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又

（
新
設
）

は
学
齢
生
徒
の
う
ち
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
」
と

あ
る
の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学

（
同
上
）

齢
生
徒
で
視
覚
障
害
者
等
に
な
つ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は

学
齢
生
徒
の
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
校
長
は
、
速
や

か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会

に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ

ち
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前

合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る

ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
同
項
の
通

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
お

知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ
い
て
現
に
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学

い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校

校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た

又
は
中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
現
に

と
き
は
、
同
項
の
校
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

在
学
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
校

長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
二

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
小
学
校
、
中

第
十
二
条
の
二

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
認
定
就
学
者

学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
障
害
の
状
態
、
そ
の

と
し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
在
学
す
る
も
の
の
う
ち
障
害
の
状
態
の
変
化
に
よ

者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制
の
整
備
の
状
況

り
こ
れ
ら
の
小
学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
く
な
つ
た
と

そ
の
他
の
事
情
の
変
化
に
よ
り
こ
れ
ら
の
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

思
料
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
在
学
す
る
小
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に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
く
な
つ
た
と
思
料
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

学
校
又
は
中
学
校
の
校
長
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る

当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学

市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

校
の
校
長
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育

な
い
。

委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ

ち
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら

合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る

三
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
同
項
の
通

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
お

知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ
い
て
現
に
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学

い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校

校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た

又
は
中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
現
に

と
き
は
、
同
項
の
校
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

在
学
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
校

長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
域
外
就
学
等
の
届
出
の
通
知
）

（
新
設
）

第
十
三
条
の
二

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二

、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
に
係
る
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
、
そ
の
通
知
の

後
に
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
都

道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
支
援
学
校
の
入
学
期
日
等
の
通
知
、
学
校
の
指
定
）

（
特
別
支
援
学
校
の
入
学
期
日
等
の
通
知
、
学
校
の
指
定
）

第
十
四
条

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
、

第
十
四
条

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
、

第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
及
び
特
別
支
援
学
校
の
新

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
、
第
十
八
条
の
通
知
を
受

設
、
廃
止
等
に
よ
り
そ
の
就
学
さ
せ
る
べ
き
特
別
支
援
学
校
を
変
更
す
る
必
要
を

け
た
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
新
設
、
廃
止
等
に
よ
り
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生
じ
た
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第

そ
の
就
学
さ
せ
る
べ
き
特
別
支
援
学
校
を
変
更
す
る
必
要
を
生
じ
た
児
童
生
徒
等

十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒

に
つ
い
て
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
に
お
い

等
に
あ
つ
て
は
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
、
そ
の
他
の
児
童
生
徒
等
に

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
に
あ
つ
て
は
翌
学

あ
つ
て
は
速
や
か
に
特
別
支
援
学
校
の
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
、
そ
の
他
の
児
童
生
徒
等
に
あ
つ
て
は
速
や
か
に

。

特
別
支
援
学
校
の
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
が

２

（
同
上
）

二
校
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
通
知
に
お
い
て
当
該
児
童
生
徒
等
を

就
学
さ
せ
る
べ
き
特
別
支
援
学
校
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
前
条
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
は
、
適
用

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
十
七
条
の
届
出
の
あ
つ
た
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
は
、

し
な
い
。

適
用
し
な
い
。

（
区
域
外
就
学
等
）

（
区
域
外
就
学
等
）

第
十
七
条

児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県

第
十
七
条

児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県

の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
以
外
の
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場

の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
以
外
の
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
保
護
者
は
、
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
特
別
支
援
学
校
が
他
の
都
道

合
に
は
、
そ
の
保
護
者
は
、
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
特
別
支
援
学
校
が
他
の
都
道

府
県
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
、
そ
の

府
県
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
、
そ
の

他
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
就
学
を
承
諾
す
る
権
限

他
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
就
学
を
承
諾
す
る
権
限

を
有
す
る
者
の
就
学
を
承
諾
す
る
書
面
を
添
え
、
そ
の
旨
を
そ
の
児
童
生
徒
等
の

を
有
す
る
者
の
就
学
を
承
諾
す
る
書
面
を
添
え
、
そ
の
旨
を
、
そ
の
児
童
生
徒
等

住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
経
由
し
て
、
そ
の
住
所
の
存
す
る
都

道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
そ
の
住
所
の
存
す

第
十
八
条

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
そ
の
住
所
の
存
す

る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
以
外
の
特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
も

る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
以
外
の
特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
も

の
が
、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
の
全
課
程
を
修
了
す
る
前
に
退
学

の
が
、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
の
全
課
程
を
修
了
す
る
前
に
退
学

し
た
と
き
は
、
当
該
特
別
支
援
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
学

し
た
と
き
は
、
当
該
特
別
支
援
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
、
当
該

齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
通
知
し
な
け

学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
経
由
し
て
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れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

第
三
節
の
二

保
護
者
及
び
視
覚
障
害
者
等
の
就
学
に
関
す
る
専
門
的
知

第
三
節
の
二

保
護
者
及
び
視
覚
障
害
者
等
の
就
学
に
関
す
る
専
門
的
知

識
を
有
す
る
者
の
意
見
聴
取

識
を
有
す
る
者
の
意
見
聴
取

第
十
八
条
の
二

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等

第
十
八
条
の
二

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
認
定
就
学
者
と

に
つ
い
て
、
第
五
条
（
第
六
条
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

し
て
小
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
さ
せ

を
含
む
。
）
又
は
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第
五
条
（
第
六
条
第
一
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

む
。
）
又
は
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
及
び
教
育
学
、
医
学
、
心
理
学

む
。
）
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
及
び
教
育
学
、
医
学
、

そ
の
他
の
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
の
就
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者

心
理
学
そ
の
他
の
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
の
就
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有

の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

す
る
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。


